
 亀山市鈴鹿 川 等 源 流 域 の 自 然 環 境と 歴 史 的 資 源 を 守 り 継 ぐ 条 例 施

行 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

平 成 ３ １ 年 ３ 月 ２ ９ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

亀 山 市 規 則 第 ４ 号  

 

亀 山 市 鈴 鹿 川 等 源 流 域 の 自 然 環 境 と 歴 史 的 資 源 を 守 り 継 ぐ 条
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（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、 亀 山 市 鈴 鹿 川 等 源 流 域 の 自 然 環 境 と 歴 史 的 資

源 を 守 り 継 ぐ 条 例 （ 平 成 ３ １ 年 亀 山 市 条 例 第 ２ 号 。 以 下 「 条 例 」

と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 大 規 模 な 森 林 伐 採 等 の 行 為 ）  

第 ２ 条  条 例 第 ８ 条 に 規 定 す る 大 規 模 に 森 林 を 伐 採 し 、 及 び 土 地 を

改 変 す る 行 為 は 、 ５ ヘ ク タ ー ル 以 上 の 森 林 を 伐 採 し 、 及 び 土 地 を

改 変 す る 行 為 と す る 。  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  


